
　三宅島は、平成12年に噴火が発生し、全島民に対して島外避難指示が発令されました。三宅村立三宅中学校は、避難
指示解除後に島内にあった中学校三校（三宅中学校、阿古中学校、坪田中学校）が統合して、平成19年４月に開校した学
校です。
　今回は、現在三宅島で唯一の中学校である、三宅中学校のＰＴＡ活動を紹介します。

○島しょＰＴＡ研修大会の運営
　昨年度、「子供が伝える　島の魅力　郷土愛と島の未来」をテーマに、第23回
東京都島しょＰＴＡ連絡協議会合同研修会が三宅島で開催されました。
　合同研修会では、「あきらめない心」を演題として、東日本大震災に伴う経営危
機を乗り越えたリゾート施設の復興の歩みについて、施設の顧問自らが講演を
行いました。講演は、常に自然災害と隣り合わせの島しょ地区に暮らす人々に
とって共感することも多く、とても参考になる内容でした。
　三宅村立三宅中学校ＰＴＡ（以下「ＰＴＡ」という。）は研修会の運営に携わり、
その準備から報告書の作成など最後まで大会を支えました。

郷土愛を育む　PTA活動
～三宅村立三宅中学校PTA～

三宅村立三宅中学校

○平成19年　開校
○生徒数／31名（4クラス）
○校　長／大房　裕司

PTAの活動紹介　第8回ＰＴＡ発足50・70周年

○三宅中学校開校10周年に向けて
　三宅中学校開校10周年を迎えるに当たり、ＰＴＡが中心となって、中庭の池の清掃を
行いました。水中ポンプを使用して池の水を排出し、池底に溜まったへどろや落ち葉等
の清掃、周辺の草刈りなどを実施しました。給水管の設置や伐採した草木の運搬もみん
なで協力して行い、清掃後には、学校にウォータークリーナー２基を寄贈しました。
　「積極的に環境改善に取り組む大人たちの姿を見せて、生徒たちの郷土愛を育みた
い。」との思いから、台風前の悪天候の中、多くの保護者たちが清掃に積極的に参加しま
した。

○郷土愛を育む数々の取組
　池の清掃以外にも、ＰＴＡでは生徒たちの郷土愛を育むための様々な取組を行っ
ています。年に２回、地域の住民等とともにグラウンドの芝刈りを行っているほか、
親子環境美化デーとして、毎年、校庭の草木の剪定や、落ち葉拾い、草木の植え付け
等の活動を、生徒や先生方と一緒に行っています。
　また、学校の文化祭では、ＰＴＡが「村の鳥」にも指定されているアカコッコを毛
糸で編み、作品として出展しました。
　三宅中学校は生徒数が少なく、ＰＴＡ活動における保護者一人一人の負担は少な
くありません。しかし、地域の方々と協力しながら、島ならではの活動を数多く実施
しています。
　「ＰＴＡが主体となって島の郷土愛を盛り上げ、将来を担っていく子供たちや三
宅島のために貢献していきたい。」という、会長の力強い言葉が印象的でした。
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　三宅村立三宅中学校ＰＴＡは、東京都レベルのＰＴＡ組織である「東京都公立中学校ＰＴＡ協議会」（以下「都中Ｐ」という。）に
加盟しています。都中Ｐは、研修会や広報紙コンクール、情報交換会等を行っており、心豊かな子供を育てるＰＴＡ活動を推進し
ています。

天気が悪い中、早朝から集まり、
池の清掃を行いました。

合同研修会には、他島からも多くの参加者が
出席しました。

文化祭でのＰＴＡ出展作品

東京都の公立幼稚園ＰＴＡが発足して50周年、
小学校・中学校・高等学校のＰＴＡが発足して70周年を迎えます。

せん  てい

　今年は、東京都の公立幼稚園ＰＴＡが発足して50周年、小学校・中学校・高等学校のＰＴＡが発足して70周年

を迎え、ＰＴＡ活動にとって大きな節目の年になります。

　この間、各ＰＴＡは、学校教育の充実、青少年の健全育成や地域の教育環境の改善、また、社会教育関係団体と

して会員相互の学習を行うなど、着実な取組を進めてきました。

　 ＰＴＡの歴史を振り返る～ＰＴＡという新しい組織の誕生～
　日本に、ＰＴＡという新しい組織が誕生したのは、第二次世界大戦直後になります。1946（昭和21）年、日本の教育の民主
的改革を進めるために来日した米国教育使節団がまとめた報告書の中で、アメリカの成人教育に大きな役割を果たしてい
るＰＴＡ活動について触れられています。その後、ＣＩＥ（民間情報教育局［ＧＨＱ（連合国総司令部）の下部組織］）が、当時
の文部省（以下、「文部省」という。）にＰＴＡの組織化を指導し、文部省は、ＰＴＡの健全な育成を促進するため、1947（昭和
22）年３月に、「父母と先生の会一教育民主化への手引き一」という資料を各都道府県に配布し、ＰＴＡの設立を奨励してい
ます。これをきっかけに、1947（昭和22）年から1948（昭和23）年にかけて全国的にＰＴＡの結成が進んでいます。

　 東京都におけるＰＴＡ活動の歩み
　東京都でも、教育局（当時は、教育委員会法の成立以前のため教育
委員会はなく、知事部局の教育局が教育行政を担当していた。）が、
ＣＩＥの援助の下に1947（昭和22）年５月から翌年３月に至る間
に、講演会等を開催する一方、文部省が作成した「父母と先生の会一
教育民主化への手引き一」の配布などを通じて、ＰＴＡの趣旨の徹
底と結成機運の醸成に努めています。また、1949（昭和24）年に社
会教育法が制定されると、東京都教育委員会は、ＰＴＡを同法に基
づく社会教育関係団体として、民主的な団体として発展するため
に、幹部研修会などの育成事業等を実施しています。これが、現在、
委託事業として実施している「ＰＴＡリーダー研修会」（受託団体
「東京都公立幼小中高ＰＴＡ連絡協議会」）につながっています。
　この頃には、都内の大部分の公立学校において、ＰＴＡが結成さ
れており、各区市にＰＴＡ協議会や連合会ができ、ＰＴＡの協議体としての活動が展開されていました。そして、ＰＴＡの
全都的組織として、「東京都父母会と先生の連合会（小学校）」（後に、「東京都小学校ＰＴＡ協議会」）、「東京都公立中学校Ｐ
ＴＡ協議会」、「東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会」、1968（昭和43）年頃には、「東京都公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会」が発足
し、現在まで、校種ごとの特徴を生かした様々な活動が展開されています。

　 70周年を機に見つめ直すこと・・・
　1948（昭和23）年に、文部省が作成した「父母と先生の会委員会」の「ＰＴＡ参考規約」の目的の一つに「父母と教員と一般
社会の協力を促進して、児童青少年の心身の健全な発達をはかる。」という記述が見られます。これを見ると、ＰＴＡは発足
当初から学校・家庭・地域の連携・協力を進めていく団体であることがわかります。教育における「参加と協働」を最初に具
現化しようとした団体はＰＴＡであったのです。
　東京都では、2017（平成29）年１月に策定した「東京都教育施策大綱～東京の輝く未来を創造する教育の実現に向けて～」
において、重要事項の一つとして、「子供たちの学びを支える教師力・学校力の強化」を掲げ、学校と家庭、地域との連携・協働
による教育を推進するとともに、地域住民が主体的に学校経営に参画する「地域とともにある学校」作りを進めています。
　今正に、保護者と教師が協力して、子供たちの教育に当たる必要性がますます高まってきています。その具体的な協力・
支援の方法や組織・運営の在り方などは、当然、その地域や学校等の実情に合わせ、多様で良いのかもしれません。要は、学
校を支え、共に子供たちの教育を担う、時代の変化に対応した実効性のある組織等になっているかどうかが一つの鍵にな
るのではないでしょうか。ＰＴＡ70周年を一つの節目として考えてみたいものです。

平成29年度東京都幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会
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